
コーポレートガバナンス体制（2023年4月1日現在）

経営監督機能

業務執行機能

各種委員会
・CSR統括委員会
・リスクマネジメント委員会
・情報管理委員会
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監査連携会計監査人 監査室

経営会議

各部門

事業会社 事業会社 事業会社 事業会社

オブザーバー2名
（社内監査役1名）
（社外監査役1名）

委員長
（独立社外取締役）

社内
取締役
6名

社外
取締役

8名

構成比

取締役

社内
監査役
2名

社外
監査役

3名

構成比

監査役

指名委員会 7名※1

（うち独立社外取締役5名）
報酬委員会 5名※1

（うち独立社外取締役3名）
取締役会 14名

（うち独立社外取締役8名）
監査役会 5名

（うち独立社外監査役3名）

オブザーバー2名
（社内監査役1名）
（社外監査役1名）

委員長
（独立社外取締役）

※1 委員長および委員は取締役会において選定、オブザーバーは監査役の協議により選定

代表取締役


